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医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）関西支部利用促進に関する決議 

 

大阪バイオ戦略推進会議 
・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 
・大阪医薬品協会 
・大阪市 
・大阪商工会議所 
・公立大学法人大阪市立大学 
・国立大学法人大阪大学 
・大阪府 
・公立大学法人大阪府立大学 
・近畿経済産業局 
・国立研究開発法人国立循環器病研究センター 
・公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団 
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬支援戦略部 
・国立研究開発法人理化学研究所生命システム研究センター 

 

 

 大阪・関西から革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品が次々に創出   

されることをめざし、平成 27 年度にＰＭＤＡ関西支部（以下、「関西支部」と

いう）において、薬事に関する全ての相談が可能となる機能拡充を行った。  

しかし、ここを最終到達点とするのではなく、再生医療分野の審査機能の   

権限委譲等を含むさらなる発展につなげていくためには、関西支部を活性化  

させていくことが不可欠である。そこで、本会議構成団体が率先して、以下の

行動プログラムについて、総力をあげて取り組むことを決議する。 

 

 

＜平成 28年度行動プログラム＞ 

○ 大阪医薬品協会、大阪商工会議所、構成団体である各大学・研究機関は、

所属する会員企業や研究者等が薬事に関する相談を行うに当たり、   

関西支部の利用促進を徹底する。 

 

○ 大阪府は、関西支部における関西支部手数料の負担軽減を図る利用促進策

を実施する。 

 

○ 近畿経済産業局、大阪府、大阪市、千里ライフサイエンス振興財団を   

はじめ各構成団体は、それぞれが有する広報媒体や機会を最大限活用し、

関西支部の PRを連携、協力して行う。 

 

○ これらについては、各構成団体から平成 28年度の取組内容を報告すること

とする。 

 

以 上 

 


